
品川区保育人材確保・育成支援事業補助金交付要綱 

 

制定 令和５年８月３日 区長決定 要綱第１５０号 

（目的） 

第１条 この要綱は、保育士資格を持たない保育所等に勤務する保育士の補助を行う者（以下「保

育補助者」という。）の雇上げを支援すると同時に、私立認可保育所等が行う保育士資格取得支

援の取り組みに対して補助を行うことで、現場で働く保育士の業務負担軽減や人材確保を進め、

保育の質の向上を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱における施設等とは、次に掲げる国および地方公共団体以外の者が設置する、品

川区の区域内に所在する施設または事業とする。 

 （１）子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３１条第１項の規定により品川区長

（以下「区長」という。）の確認を受け、適正な運営が確保されている、次のいずれかに該

当する施設 

   ア 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項に規定する保育所（以下「認

可保育所」という。）。 

   イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年

法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園 

（２）子ども・子育て支援法第４３条第１項の規定により、区長の確認を受け、適正な運営が確 

保されている、次のいずれかに該当する事業（以下「地域型保育事業」という。）。 

   ア 児童福祉法第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業 

   イ 児童福祉法第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業 

   ウ 児童福祉法第６条の３第１２項に規定する事業所内保育事業 

 （３）東京都認証保育所事業実施要綱（平成１３年５月７日付１２福子推第１１５７号）に規定 

する東京都認証保育所（以下「認証保育所」という。）。 

（４）児童福祉法第５９条の２第１項に規定する届出を行った認可外保育施設（同法第６条の３ 

第１１項に規定する居宅訪問型保育事業を除く。） 

 （補助金の種類） 

第３条 区長は、施設等が行う保育人材の確保および育成の取組みに対し、次に掲げる補助金を交

付する。 

 （１）保育補助者雇上支援補助金（保育士の勤務環境改善を目的として保育補助者の雇上げをす

る施設等に対し、当該雇上げの費用等の一部を補助するものをいう。以下同じ。） 

 （２）保育士試験による資格取得支援補助金（保育士を雇用した施設等が、当該保育士に対し、

保育士試験受験のための学習に要した費用等を支出する事業を行う場合に、施設等に対し、

当該事業に要する額の一部を補助するものをいう。以下同じ。） 

 （３）現任保育従事職員資格取得支援補助金（施設等が、雇上げをしている保育従事者に対し、

保育士資格取得のため保育士試験の受験に要した費用等を支出する事業を行う場合に、施設

等に対し、当該事業に要する額の一部を補助するものをいう。以下同じ。） 



２ 前項各号に掲げる補助金の交付対象となる施設等の種類、補助基準額および補助対象経費は、

別表に定める。 

 （保育補助者雇上支援補助金） 

第４条 保育補助者雇上支援補助金の交付を受けようとする施設等は、次の要件を満たさなければ

ならない。 

 （１）前条第１項第２号の事業（以下「学習費用補助事業」という。）の実施の仕組みを設けて

いること。 

 （２）雇上げをする保育補助者は、保育に関する４０時間以上の実習を受けていることまたはこ

れと同等の知識および技能があると区長が認めた者であること。 

 （保育士試験による資格取得支援補助金） 

第５条 保育士試験による資格取得支援補助金の交付を受けようとする施設等は、次の要件を満た

さなければならない。 

 （１）学習費用補助事業は、新たに雇用する保育士および従前より雇用していた保育従事者であ

って保育士試験の合格後引き続き雇用する者の双方を対象として実施するものとする。ただ

し、保育士修学資金貸付事業、雇用保険制度の教育訓練給付その他の保育士資格取得のため

の貸付、助成等を受けている者は対象外とするものとする。 

 （２）学習費用補助事業の対象者が保育士として施設等に１年以上勤務すること。 

（現任保育従事職員資格取得支援補助金） 

第６条 現任保育従事職員資格取得支援補助金の交付を受けようとする施設等は、第３条第１項第

３号の事業を行うにあたり、保育士修学資金貸付事業、雇用保険制度の教育訓練給付その他の保

育士資格取得のための貸付、助成等を受けている者を当該事業の対象外とするものとする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 この要綱による補助金の交付を受けようとする施設等（以下「申請者」という。）は、別

に定める期日までに品川区保育人材確保・育成支援事業補助金交付申請書（第１号様式）に必要

な書類を添付して、区長に対し、補助金の申請をしなければならない。 

（補助金の変更交付申請） 

第８条 前条の規定による申請の内容を変更しようとする申請者は、別に定める期日までに品川区

保育人材確保・育成支援事業補助金変更交付申請書（第２号様式）に必要な書類を添付して、区

長に対し、補助金の変更申請をしなければならない。 

 （補助金の交付決定） 

第９条 区長は、第７条または前条の規定による申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、

適当と認めた場合は、補助金の交付決定（補助金の交付内容の変更決定を含む。以下同じ。）を

行い、品川区保育人材確保・育成支援事業補助金交付決定通知書（第３号様式）により申請者に

通知する。 

（補助金の請求） 

第１０条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた申請者は、区長に対し、品川区保育

人材確保・育成支援事業補助金請求書（第４号様式）により、補助金の支払を請求するものとす



る。 

２ 前項の規定による補助金の請求は、別に定める期日までに、それぞれ行わなければならない。 

（補助金の交付） 

第１１条 区長は、前条の規定による請求があった場合は、関係書類を審査し、適当と認めたとき

は、当該請求に係る補助金の当該請求を行った申請者に支払うものとする。 

（交付の条件） 

第１２条 この補助金は、次に掲げる条件を付して交付する。 

 （１）事情変更による決定の取消し等 

    区長は、交付決定の後においても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この交

付決定の全部もしくは一部を取り消し、またはこの交付決定の内容もしくはこれに付した条

件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分について

は、この限りでない。 

 （２）承認事項 

    申請者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならな

い。ただし、アに掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。 

   ア 補助事業の内容を変更しようとするとき。 

   イ 補助事業を中止し、または廃止しようとするとき。 

 （３）事故報告等 

    申請者は、補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由および状況を書面

により区長に報告し、その指示を受けなければならない。 

 （４）状況報告 

    申請者は、区長の求めに応じて、補助事業の遂行の状況に関し書面により報告しなければ

ならない。 

 （５）遂行命令および遂行の一時停止命令 

   ア 区長は、申請者が提出する報告、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２１条第

２項の規定による調査等により、補助事業がこの補助金の交付決定の内容またはこれに付

した条件に従って遂行されていないと認めるときは、申請者に対しこれらに従って補助事

業を遂行すべきことを命ずる。 

   イ 申請者がアの命令に違反したときは、区長は、申請者に対し、当該補助事業の一時停止

を命ずることができる。 

（６）実績報告書の提出 

    申請者は、補助事業が完了したとき、または補助金の交付決定に係る会計年度が終了した

ときは、別に定める期日までに区長に品川区保育人材確保・育成支援事業補助金実績報告書

（第５号様式）を提出しなければならない。第２号イの規定により廃止の承認を受けたとき

も、同様とする。 

 （７）補助金の額の確定等 

    区長は、前号の規定による実績報告を受けた場合において、実績報告の審査および必要に

応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付決定の内容および

これに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、品川区保育

人材確保・育成支援事業補助金確定通知書（第６号様式）により申請者に通知する。 



 （８）是正のための措置 

    区長は、前号の規定による調査等の結果、補助事業の成果がこの交付決定の内容およびこ

れに付した条件に適合しないと認めるときは、申請者に対し、当該補助事業につき、これら

に適合させるための処置をとることを命ずる。 

 （９）決定の取消し 

   ア 区長は、申請者が次のいずれかに該当した場合は、この交付決定の全部または一部を取

り消し、品川区保育人材確保・育成支援事業補助金交付決定取消通知書（第７号様式）に

より、当該申請者に通知する。 

   （ア）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

   （イ）補助金を他の用途に使用したとき。 

   （ウ）その他この交付決定の内容またはこれに付した条件その他法令もしくはこの交付決定

に基づく命令に違反したとき。 

   イ アの規定は、第７号の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適

用があるものとする。 

 （１０）補助金の返還 

   ア 区長は、第１号または前号の規定によりこの交付決定を取り消した場合において、補助

事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、

その返還を命ずる。 

   イ 区長は、第７号の規定により申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、

既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。 

 （１１）違約金 

   ア 申請者は、第９号アの規定によりこの交付決定の全部または一部を取り消され、補助金

の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に

応じ、当該補助金の受領額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、

既納付額を控除した額）につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した違約金（１０

０円未満の場合を除く。）を納付しなければならない 

 （１２）他の補助金等の一時停止等 

    区長は、申請者に対し、補助金の返還を命じ、申請者が当該補助金または違約加算金の全

部または一部を納付しない場合において、申請者に対して、同種の事務または事業について

交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、または当該

補助金と未納付額とを相殺するものとする。 

 （１３）補助対象施設・事業の運営上の留意事項 

    この補助金の交付を受ける申請者は、補助対象施設・事業の運営に当たっては、補助対象

施設・事業の運営に係る関係法令等に留意し、これらを遵守しなければならない。 

 （１４）帳簿および関係書類の整理保管 

    この補助金の交付を受ける者は、補助事業に係る収入および支出を記載した帳簿その他の

関係書類を当該事業の属する会計年度終了後５年間整理保管しなければならない。 

（１５）消費税仕入控除税額の報告 

   ア この補助金の交付を受ける申請者は、補助事業の完了後に消費税および地方消費税の申

告により補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額（以下「消費税仕入控



除税額」という。）が確定した場合は、品川区保育人材確保・育成支援事業補助金消費税

仕入控除税額報告書（第８号様式）により、速やかに区長に報告しなければならない。た

だし、この補助金の交付を受ける申請者が全国的に事業を展開する組織の支部、支社およ

び支所等であって、自ら消費税および地方消費税の申告を行わず、本部、本社および本所

等（以下「本部等」という。）で消費税および地方消費税の申告を行っている場合は、本

部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。  

イ 区長は、（1）の規定による報告があった場合において、必要があると認めるときは、消

費税仕入控除税額に相当する額の全部または一部を区に納付させるものとする。  

ウ 区長は、設置者が（1）の規定により付した条件に違反した場合において、必要がある

と認めるときは、補助金の全部または一部を区に返還させるものとする。 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、子ども未来部長が別に定める。 

 

   付 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第３条関係） 

補助金の区分 
補助対象とな

る施設等 
補助基準額 補助対象経費 

保育補助者雇上

支援補助金 

 

 

 

 

 

 

 

認可保育所・

認定こども

園、地域型保

育事業 

 

次に掲げる額を比較して、いずれか少

ない額（１,０００円未満の端数が生

じた場合には、これを切り捨てる。） 

（１） １施設あたり 

３，０７９,０００円 

（２） 右欄に係る経費を合算した補

助対象経費の実支出額から当

該補助対象経費に充てるため

に寄せられた寄付金その他の

収入額を控除した額 

保育補助者の雇上げ

に係る人件費（報酬、

給料、職員手当等、

賃金、共済費、需用

費、役務費、委託料、

使用料および賃借

料） 

※補助金交付申請日

の属する年度内に要

した経費とする。 

保育士試験によ

る資格取得支援

補助金 

認可保育所・

認定こども

園、地域型保

育事業、認証

保育所、認可

外保育施設 

 

次に掲げる額を比較して、いずれか少

ない額（１,０００円未満の端数が生

じた場合には、これを切り捨てる。） 

（１） 補助対象者１人につき、補助

対象経費の１／２ 

（上限１５０，０００円） 

（２） 右欄に係る経費を合算した 

補助対象経費の実支出額から

当該補助対象経費に充てるた

めに寄せられた寄付金その他

の収入額を控除した額 

保育士試験受験講座

の受講に要する経費

（入学料、受講料、

講座実施事業者が講

習会を開催した場合

の通信費、通学費） 

※補助金交付申請日

の属する年度内に実

施した保育士試験の

筆記試験日から起算

して２年前の属する

月の１日までの経費

とする。 

現任保育従事者

資格取得支援補

助金 

 

次に掲げる額を比較して、いずれか少

ない額（１,０００円未満の端数が生

じた場合には、これを切り捨てる。） 

（１） 補助対象者１人につき、補助

対象経費の１／２ 

（上限５０,０００円） 

（２）  右欄に係る経費を合算した

補助対象経費の実支出額から

当該補助対象経費に充てるた

めに寄せられた寄付金その他

の収入額を控除した額 

１． 保育士試験合格

の場合：受験料、

教材費、講習会

を開催した場合

の諸経費等 

２． 不合格の場合：

受験料 

※補助金交付申請日

の属する年度内に実

施した保育士試験の

ために要した経費と

する。 

 



第１号様式（第７条関係） 

品川区長  あて

設置者住所

設置者名（法人名）

施設・事業所名

)

代表者氏名

記

１ 申請額 金 円

２      　 年度　品川区保育人材確保・育成支援事業　所要額調書（別紙１）

３ 　　    年度保育補助者雇上支援補助金　内訳書（別紙２）

４ 　　    年度保育士試験による資格取得支援補助金　内訳書（別紙３）

５ 　　　　年度現任保育従事者資格取得支援補助金　内訳書（別紙４）

担当者名

連絡先（電話）

メールアドレス

　標記の件について、　　　年度品川区保育人材確保・育成支援事業補助金として、次の
金額を交付されたく関係書類を添えて申請します。

  　 年　　月　　日

(所在地

     　 年度　品川区保育人材確保・育成支援事業補助金交付申請書



第２号様式（第８条関係） 

品川区長  あて

設置者住所

設置者名（法人名）

施設・事業所名

)

代表者氏名

記

１ 変更申請額 金 円

２ 　　　年度　品川区保育人材確保・育成支援事業　所要額調書（別紙１）

３ 保育補助者雇上支援補助金　内訳書（別紙２）

４ 保育士試験による資格取得支援補助金　内訳書（別紙３）

５ 現任保育従事者資格取得支援補助金　内訳書（別紙４）

連絡先（電話）

メールアドレス

     　 年度　品川区保育人材確保・育成支援事業補助金変更交付申請書

　　　　　年　　月　　日付　　　　第　　号にて交付決定を受けた　　　　年度品川区
保育人材確保・育成支援事業補助金について、次のとおり補助金の内容の変更をしたいの
で、関係書類を添えて申請します。

担当者名

  　 年　　月　　日

(所在地



別紙１

施設区分

施設・事業所名

(単位：円）

支出額 補助基本額 補助所要額 支出額 補助基本額 補助所要額 支出額 補助基本額 補助所要額

品川区保育人材確保・育成支援事業補助金　所要額調書

保育補助者雇上支援補助金 保育士試験による資格取得支援補助金 現任保育従事者資格取得支援補助金
補助所要額
（合計）



別紙２

施設区分

施設・事業所名

保育補助者名 保育士資格
保育補助者
配置期間

～

～

～

～

～

～

～

円

円

（記載上の注意）

保育補助者は、以下の要件をいずれも満たす者とする。

　(1)　保育士資格を有していない者であること。

　(2) 雇上げをする保育補助者は、保育に関する４０時間以上の実習を受けていること、またはこれと同等の知識および技能が

　　　あると区長が認めた者であること。

　(3)　事業者が運営委託費またはその他の補助事業でその雇上げに係る経費を負担していない者または負担する予定がない者

　　　であること。

対象経費の支出予定額
（保育補助者の雇上げに必要な経費の合計

額）

補助基準額

実施計画書

保育補助者の業務および
保育士の業務負担が軽減される内容

職員の雇用管理や勤務環境の改善に関する取組
（※　保育補助者の配置を除く。）

なし

なし

なし

なし

なし

なし

　　年　　月　　日

保育補助者雇上支援補助金　交付申請内訳書

受講済の研修
または資格等

なし



別紙３－１

施設種別：

施設名：

受講料等 （単位：円）

対象経費に係る施設
の支出額

①

寄　付　金
その他の収

入
②

実支出額③
＝①－②

④　③×1/2

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

注   施設種別には、認可保育所・認定こども園、地域型保育事業、認証保育所、認可外保育施設のいずれかの種別を記入すること。　　

注   補助額は1000円未満を切捨てること。

計

保育士試験による資格取得支援補助金　内訳書

氏　　名 経費内訳

補助対象経費
補助

上限額

④

選　定　額
③と④を比較して少な

い方の額⑤



別紙３－２

Ｎｏ. 氏名 生年月日 勤務形態 費用内訳 金額 領収書Ｎｏ.

保育士試験による資格取得支援補助金内訳書【詳細】

合計



別紙３－３ 

誓約書 

（保育士試験による資格取得支援補助金） 

 

 

  年  月  日 

品川区長殿 

 

 

勤務施設              

 

氏  名                （自署） 

 

 

私        は、下記のことについて誓います。 

 

記 

 

１ 保育士証の交付を受けた（    年  月  日）より 1 年以上、現勤務施設で勤

続すること 

 

２ 雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と趣旨を同じくする事業による助成等を受け

ていないこと 

 

 



別紙４－１

施設種別：

施設名：

受験料等 （単位：円）

対象経費に係る施設
の支出額

①

寄　付　金
その他の収

入
②

実支出額③
＝①－②

④　③×1/2

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

注   施設種別には、認可保育所・認定こども園、地域型保育事業、認証保育所、認可外保育施設のいずれかの種別を記入すること。　　

注   補助額は1,000円未満を切捨てること。

計

現任保育従事職員資格取得支援補助金　内訳書

氏　　名 合否 経費内訳

補助対象経費
補助

上限額

④

選　定　額
③と④を比較して少

ない方の額⑤



別紙４－２

Ｎｏ. 氏名 生年月日 合否 勤務形態 費用内訳 金額 領収書Ｎｏ.

現任保育従事職員資格取得支援補助金内訳書【詳細】

合計



第３号様式（第９条関係） 

 

第         号 

  年  月  日 

 

品川区保育人材確保・育成支援事業補助金交付決定通知書 

 

設置者名         様 

（施設・事業所名         ） 

 

 

品川区長           印 

 

 

  年度品川区保育人材確保・育成支援事業補助金について、品川区保

育人材確保・育成支援事業補助金交付要綱第９条の規定に基づき、下記のとお

り交付決定したので通知します。 

 

 

記 

 

交付決定金額            円 

 

（内訳） 

第１回            円 

第２回 円 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第１０条関係）

  　　　年　　　月　　　日

  品川区長  あて

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

設置者住所

設置者名（法人名）

施設・事業所名

)

代表者氏名  

　 上記金額を請求します。

品川区保育人材確保・育成支援事業補助金 請求書

金額

        年度品川区保育人材確保・育成支援事業補助金について、

(所在地

印



第５号様式（第１２条関係）

品川区長  あて

設置者住所

設置者名（法人名）

施設・事業所名

)

代表者氏名

１ 精算額 金 円

２     　 年度品川区保育人材確保・育成支援事業補助金　所要額精算書（別紙１）

３     　 年度保育補助者雇上支援補助金　内訳書（別紙２）

４   　 　年度保育士試験による資格取得支援補助金　内訳書（別紙３）

５   　 　年度現任保育従事者資格取得支援補助金　内訳書（別紙４）

メールアドレス

担当者名

連絡先（電話）

   　年　　月　　日

　     年  月  日付第    号により交付決定を受けた  　　年度品川区保育人材確保・育成
支援事業補助金に係る事業実績について、関係書類を添えて報告します。

(所在地

    　 年度品川区保育人材確保・育成支援事業補助金実績報告書



別紙１

施設区分

施設・事業所名

(単位：円）

補助基本額
（Ａ）

補助対象経費実支出額
（Ｂ）

補助所要額
（Ｃ＝ＡとＢを比較し

て少ない方の額）
千円未満切捨て

補助基本額
（Ｄ）

補助対象経費実支出額
（Ｅ）

補助所要額
（Ｆ＝ＤとＥを比較し

て少ない方の額）
千円未満切捨て

補助基本額
（Ｇ）

補助対象経費実支出額
（Ｈ）

補助所要額
（Ｉ＝ＧとＨを比較し

て少ない方の額）
千円未満切捨て

(単位：円）

補助金交付決定済額（Ｋ） 補助金確定額
（Ｌ＝ＪとＫを比較して少ない方の額）

既受入済額（Ｍ） 返還額（Ｎ＝Ｌ－Ｍ）

品川区保育人材確保・育成支援事業補助金　所要額精算書

保育補助者雇上支援補助金 保育士試験による資格取得支援補助金 現任保育従事者資格取得支援補助金 補助所要額
（合計）

（Ｊ＝Ｃ＋Ｆ
＋Ｉ）



別紙２

保育補助者名 保育士資格

なし

なし

なし

円

円

（記載上の注意）
保育補助者は、以下の要件をいずれも満たす者とする。

　(1)　保育士資格を有していない者であること。

　(2) 雇上げをする保育補助者は、保育に関する４０時間以上の実習を受けていること、またはこれと同等の知識および技能が
　　　あると区長が認めた者であること。
　(3)　事業者が運営委託費またはその他の補助事業でその雇上げに係る経費を負担していない者または負担する予定がない者

　　　であること。

補助基準額

　　　年　　月　　日～
　　　年　　月　　日

　　　年　　月　　日～
　　　年　　月　　日

対象経費の支出確定額
（保育補助者の雇上げに必要な経費の合計額）

　　　年　　月　　日～
　　　年　　月　　日

　　　　年　　　月　　　日

保育補助者雇上支援補助金実績内訳書

施設名

受講済の研修
または資格等

保育補助者
配置期間



別紙２-２

（対象者名①）

経費区分 金額 備考

報酬・給料・賃金・共済費

職員手当等
（備考欄に内訳を記入）

役務費・委託料

その他
（備考欄に内訳を記入）

小　　計

（対象者名②）

経費区分 金額 備考

報酬・給料・賃金・共済費

職員手当等
（備考欄に内訳を記入）

役務費・委託料

その他
（備考欄に内訳を記入）

小　　計

（対象者名③）

経費区分 金額 備考

報酬・給料・賃金・共済費

職員手当等
（備考欄に内訳を記入）

役務費・委託料

その他
（備考欄に内訳を記入）

小　　計

合　　計

　　年　　月　　日

設置者住所

設置者名

代表者名

保育補助者雇上支援補助金　対象経費支出内訳表

保育補助者雇上支援補助金に関する対象経費支出は上記のとおり相違ないことを証明する。



第６号様式（第１２条関係） 

第         号 

    年  月  日 

 

設置者名             様 

（施設・事業所名        ） 

 

品川区長        印 

 

 

 

 

年度 品川区保育人材確保・育成支援事業補助金確定通知書 

 

 

 

  年  月  日付    第  号において交付決定を行った、    年度品川

区保育人材確保・育成支援事業補助金については、事業実績報告に基づき、下記のとおり交付額

を確定したので、通知します。 

 

 

記 

 

 

補助金の交付決定額 円 

補助金の額の確定額 円 

返還すべき補助金の額 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７号様式（第１２条関係） 

第         号 

    年  月  日 

 

設置者氏名             様 

（施設・事業所名        ） 

 

品川区長        印 

 

 

品川区保育人材確保・育成支援事業補助金交付決定取消通知書 

 

 

 

  年  月  日付    第  号により通知しました、    年度品

川区保育人材確保・育成支援事業補助金の交付決定について、下記の理由で取り消し

ましたので通知します。 

 

 

記 

 

取消し理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第８号様式（第１２条関係） 

 年  月  日 

品川区長 あて 

設置者住所               

 

設置者名（法人名）           

 

施設・事業名             

 

（所在地              ） 

 

代表者氏名             

 

品川区保育人材確保・育成支援事業補助金消費税仕入控除税額報告書 
 

  年度に交付を受けた品川区保育人材確保・育成支援事業補助金のうち、品川区保育人

材確保・育成支援事業補助金交付要綱第１２条第１７号の規定に基づき、消費税および地

方消費税の仕入控除税額を下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１．確 定 申 告 年 月 日 

 

２．決 算 期 間 

 

３．消費税および地方消費税の申告の有無 

 

４．仕入控除税額の計算方法 

 

５．消費税および地方消費税 

の 仕 入 控 除 税 額           金            円 

 

 

※ 積算根拠となる資料を添付してください。 

 


